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グループ会社における水質汚濁防止法違反の疑いによる書類送検について 

 

 

本年 2 月９日、弊社グループ会社であるマルハニチロシーフーズ株式会社は、茨城海上保

安部より、水質汚濁防止法違反の疑いで立ち入り検査を受けました。本件に関して、本日、

同社が水質汚濁防止法違反の疑いで水戸地方検察庁へ書類送検されました。 

 

マルハニチログループでは、日ごろより法令遵守ならびに企業倫理の徹底に努めてまいり

ました。弊社といたしましてもこのたびの事態は誠に遺憾であり、深く反省しております。

地元住民の皆様や関係当局ならびに関係各方面の方々に多大なるご迷惑をおかけしました

ことを、心よりお詫び申し上げます。 

 

このたびの事態を重く受け止め、関係諸官庁ならびに県・市のご指導に全面的に従うことは

もとより、より一層の管理強化の対策を講じるよう同社を指導してまいる所存です。そして、

グループ内のコンプライアンス体制を強化し、設備面・管理運営面における再発防止策を通

じて、二度とこのようなことを起こさぬよう万全を尽くしてまいります。 

 

マルハニチログループは広く社会に貢献することを使命とし、常日頃より法令遵守および

企業倫理の徹底に努めてまいりましたが、社会の一員として負うべき責任の重さをかみし

め、社会的信頼の回復に努めてまいります。 

 

 

マルハニチロ株式会社 

 


